
加須市建設工事標準請負契約款款第２６条第６項スライド条項

の運用手順フロー図
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協議の申出 （請求 ）

基   準   日

スライド額の協議開始

スライド額の確定

変更契約の締結

・出来形数量及び残工事量の確認日

・スライド額の算定基準日

工   期   末

○受注者→発注者：様 式 １－１を提出
○発注者→受注者：様 式 １－２を提出

○発注者→受注者：通 知 書（ 様式２）を提出

スライド額の承諾

スライド額協議開始日の通知

１ ４ 日 以 内 に
協 議 が 整 わ な
い 場 合 は 、 発
注 者 が ス ラ イ
ド 額 を 決 定
し 、 受 注 者 に
通知  

スライド額の増減があ る 場合
○発注者→受注者： 協 議書（ 様式３－１）を 提 出
※発注者がスライ ド 額を決定した場合は通 知 書
（様式３－２） を 提出

スライド額の増減がな い 場合
○発注者→受注者： 協 議（様式４－１）
※発注者がスライ ド 額を決定した場合は通 知 書
（様式４－２） を 提出

スライド額の増減があ る 場合
○受注者→発注者： 承 諾書（ 様式５－１）を 提 出

スライド額の増減がな い 場合
○受注者→発注者： 承 諾書（様式５－２）を 提 出




